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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中継伝送のための方法であって、
　中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信することと、
　前記中継端末デバイスが、アクセスネットワークデバイスより送信された再構成メッセ
ージを受信することと、
　を含み、
　前記ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスの進化型パケットシステムＥＰＳベアラを確
立するように要求するために用いられ、
　前記再構成メッセージが前記遠端端末デバイスのために確立されるＥＰＳベアラの構成
情報を含み、ここで、前記ＥＰＳベアラが、前記アクセスネットワークデバイスと前記中
継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと、前記中継端末デバイスと前記遠
端端末デバイスとの間のデバイスツーデバイスＤ２Ｄデータ伝送チャネルとを含み、
　前記ＥＰＳベアラの構成情報は、前記中継端末デバイスと前記アクセスネットワークデ
バイスとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報と、前記中継端末デバイスと前
記遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェースの構成情報とを含み、
　前記セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報で
あり、前記Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第２の構成情報
であり、又は
　前記セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報と



(2) JP 6714708 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

レイヤ２の第１の構成情報であり、前記Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体
的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報のうちの少なくとも一つである
、
　ことを特徴とする前記中継伝送のための方法。
【請求項２】
　前記物理層の第１の構成情報は、前記セルラー通信インターフェースにおいて中継伝送
するための第１の伝送リソースの情報、中継特定無線ネットワーク一時識別子ＲＮＴＩ、
中継伝送のデータ量区間と物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨリソースとの対応関
係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアンブルコードとの対応関係のうちの少なくとも
一つを含み、ここで、前記中継特定ＲＮＴＩが、前記アクセスネットワークデバイスが、
前記遠端端末デバイスのダウンリンクデータ伝送をスケジューリングするための物理ダウ
ンリンク制御チャネルに対してスクランブリングするために用いられ、
　前記物理層の第２の構成情報は、前記Ｄ２Ｄ通信インターフェースにおいて中継伝送す
るための第２の伝送リソースの情報を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の中継伝送のための方法。
【請求項３】
　前記レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ロジックチャネル識別子ＬＣＩＤ、及び前
記遠端端末デバイスに割り当てたレイヤ２識別子のうちの少なくとも一つを含み、ここで
、前記中継特定ＬＣＩＤが中継伝送を識別するために用いられ、及び／又は
　前記レイヤ２の第２の構成情報が、前記遠端端末デバイスに割り当てたレイヤ２識別子
を含む、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の中継伝送のための方法。
【請求項４】
　前記ＥＰＳベアラの構成情報は、前記アクセスネットワークデバイスと前記遠端端末デ
バイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含み、
　前記方法は、
　前記遠端端末デバイスに、前記アクセスネットワークデバイスと前記遠端端末デバイス
との間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報を送信することをさらに含む、
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれの１項に記載の中継伝送のための方法。
【請求項５】
　前記中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信する前に
、前記方法は、
　前記中継端末デバイスが、前記遠端端末デバイスの接続確立要求を受信することをさら
に含み、前記接続確立要求が、前記中継端末デバイスと前記遠端端末デバイスとの間のＤ
２Ｄ通信リンクを確定するように要求するために用いられ、
　前記中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信すること
は、
　前記中継端末デバイスが、前記接続確立要求に基づいて、コアネットワークデバイスに
ベアラ確立要求を送信することを含む、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれの１項に記載の中継伝送のための方法。
【請求項６】
　前記中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信すること
は、
　前記中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスに非アクセス層メッセージを送信
することを含み、前記非アクセス層メッセージが前記ベアラ確立要求を含む、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれの１項に記載の中継伝送のための方法。
【請求項７】
　前記ベアラ確立要求は、前記遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を含み、
　前記ＥＰＳベアラは、前記コアネットワークデバイスが前記アクセスネットワークデバ
イスにアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信することによって確立された



(3) JP 6714708 B2 2020.6.24

10

20

30

40

50

ものであり、ここで、前記アプリケーション層プロトコルのシグナリングが、前記遠端端
末デバイスの端末デバイス識別子を含む、
　ことを特徴とする請求項６に記載の中継伝送のための方法。
【請求項８】
　前記中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信すること
は、
　前記アクセスネットワークデバイスが、無線リソース制御ＲＲＣメッセージに基づいて
、コアネットワークデバイスに、前記遠端端末デバイスのベアラを確立するように要求す
るためのアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信することができるように、
前記中継端末デバイスは、前記アクセスネットワークデバイスに前記無線リソース制御Ｒ
ＲＣメッセージを送信することを含み、
　前記ＲＲＣメッセージが前記ベアラ確立要求を含む、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の中継伝送のための方法。
【請求項９】
　前記ベアラ確立要求は、前記遠端端末デバイスのパケットデータネットワークＰＤＮ接
続を確立するように要求するためにさらに用いられ、
　前記再構成メッセージは、前記遠端端末デバイスのために確立されるＰＤＮ接続の構成
情報をさらに含み、
　前記方法は、
　前記中継端末デバイスが、前記遠端端末デバイスに前記ＰＤＮ接続の構成情報を送信す
ることをさらに含む、
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の中継伝送のための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、具体的に、中継伝送のための方法、装置、及び中継端末デバ
イスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ：Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）技術とは、アク
セスネットワークデバイスによる転送を必要とせず、近傍の端末デバイスが近距離範囲内
でダイレクトリンク方式でデータ伝送することである。Ｄ２Ｄ通信は、セルラーシステム
とライセンス帯域リソースを共有し、統一された混合セルラー－Ｄ２Ｄネットワークが形
成されることが可能である。当該混合ネットワークにおいて、一部の端末デバイスは、依
然としてセルラー通信モードで動作することができ、即ち、アクセスネットワークデバイ
スを介してその他の端末デバイスと通信し、一方、一部の端末デバイスは、Ｄ２Ｄ通信で
動作することができ、即ち、その他の端末デバイスとの間のダイレクトリンクを介して、
その他の端末デバイスと直接にデータ伝送を行う。
【０００３】
　また、Ｄ２Ｄ中継補助アクセスネットワークデバイスを介して、端末デバイス間でデー
タ伝送を行うことができ、この場合、Ｄ２Ｄ中継とＤ２Ｄ端末との間でＤ２Ｄ通信モード
を採用し、Ｄ２Ｄ中継とアクセスネットワークデバイスとの間でセルラー通信モードを使
用する。Ｄ２Ｄ中継は、半二重方式を使用してデータを受信、転送し、さらに、受信と転
送の過程内で、モードの切り替えを行う。
【０００４】
　従来技術において、Ｄ２Ｄ中継とセルラーネットワークとの間で、進化型パケットシス
テム（ＥＰＳ：Ｅｖｏｖｌｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）ベアラを確立し、セルラ
ーネットワークに対しＤ２Ｄ端末が見えない。この場合、Ｄ２Ｄ中継は、中継Ｄ２Ｄ端末
とセルラーネットワークとの間でデータ伝送する時に、インターネットプロトコル（ＩＰ
：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワーク（ＮＥＴ）を貫通する必要であり
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、処理プロセスが複雑である。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施例は、中継伝送のための方法、装置、及び中継端末デバイスを提供し、中
継伝送の処理複雑度を低減することができる。
【０００６】
　第１の態様において、中継伝送のための方法を提供し、
　中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信することと、
　当該中継端末デバイスが、アクセスネットワークデバイスより送信された再構成メッセ
ージを受信することと、
　を含み、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要
求するために用いられ、
　当該再構成メッセージが当該遠端端末デバイスのために確立されるＥＰＳベアラの構成
情報を含み、ここで、当該ＥＰＳベアラが、当該アクセスネットワークデバイスと当該中
継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネル、及び当該中継端末デバイスと当該
遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデータ伝送チャネルを含む。
【０００７】
　本発明の実施例に提供される中継伝送のための方法は、中継端末デバイスがコアネット
ワークデバイスにベアラ確立要求を送信し、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスの
ＥＰＳベアラを確立するように要求するために用いられ、当該コアネットワークデバイス
とアクセスネットワークデバイスとは、当該ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デ
バイスのＥＰＳベアラを確立し、ここで、当該ＥＰＳベアラが、当該アクセスネットワー
クデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネル、及び当該中継
端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のデバイスツーデバイスＤ２Ｄデータ伝送チ
ャネルを含む。このように、当該中継端末デバイスは、当該ＥＰＳベアラを使用し、当該
遠端端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイスとの間のデータ伝送を中継するこ
とができ、当該中継端末デバイスが異なる方式を使用して中継するのに有利であり、ＮＥ
Ｔの貫通を必要とせず、それによって、中継伝送のデータ処理の複雑度を低減する。
【０００８】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０００９】
　第１の態様の第１の可能な実現形態において、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中
継端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェ
ースの構成情報と、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信イ
ンターフェースの構成情報とを含み、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、
具体的に物理層の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は
、具体的に物理層の第２の構成情報であり、又は当該セルラー通信インターフェースの構
成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報とレイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ
２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の
第２の構成情報のうちの少なくとも一つである。
【００１０】
　選択肢として、当該中継端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイスとの間のセ
ルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に当該アクセスネットワークデバイス
と当該中継端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報であって
も良く、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェ
ースの構成情報は、具体的に当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユー
ザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報であても良い。
【００１１】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第２の可能な実現形態において、当該
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物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースにおいて中継伝送するた
めの第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデータ量区間とＰＵＣＣ
Ｈリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアンブルコードとの対応関
係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定ＲＮＴＩは、当該アクセ
スネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンクデータ伝送をスケジュ
ーリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクランブリングするために
用いられ、当該物理層の第２の構成情報は、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにおいて中
継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【００１２】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第３の可能な実現形態において、当該
レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デバイスに割り当てたレ
イヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定ＬＣＩＤが中
継伝送を識別するために用いられ、及び／又は当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠
端端末デバイスに割り当てたレイヤ２識別子を含む。
【００１３】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第４の可能な実現形態において、当該
ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイス
との間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含み、当該方法は、当該
遠端端末デバイスに、当該アクセスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間
のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報を送信することをさらに含む。
【００１４】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第５の可能な実現形態において、当該
中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信する前に、当該
方法は、当該中継端末デバイスが、当該遠端端末デバイスの接続確立要求を受信すること
を含み、当該接続確立要求が、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ
２Ｄ通信リンクを確定するように要求するために用いられ、当該中継端末デバイスが、コ
アネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信することは、当該中継端末デバイスは、
当該接続確立要求に基づいて、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信するこ
とを含む。
【００１５】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第６の可能な実現形態において、当該
中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信することは、当
該中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスに非アクセス層メッセージを送信する
ことを含み、当該非アクセス層メッセージが当該ベアラ確立要求を含む。
【００１６】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第７の可能な実現形態において、当該
ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を含み、当該ＥＰＳベア
ラは、当該コアネットワークデバイスが当該アクセスネットワークデバイスにアプリケー
ション層プロトコルのシグナリングを送信することによって確立されたものであり、ここ
で、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングが、当該遠端端末デバイスの端末
デバイス識別子を含む。
【００１７】
　選択肢として、当該コアネットワークデバイスは、ＭＭＥであっても良く、この場合、
当該ＭＭＥは、アクセスネットワークデバイスとのＳ１インターフェースを介して、当該
アクセスネットワークデバイスに当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングを送
信することができる。
【００１８】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第８の可能な実現形態において、当該
中継端末デバイスが、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信することは、当
該アクセスネットワークデバイスが、当該ＲＲＣメッセージに基づいて、コアネットワー
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クデバイスに当該遠端端末デバイスのベアラを確立するように要求するためのアプリケー
ション層プロトコルのシグナリングを送信することができるように、当該中継端末デバイ
スが、当該アクセスネットワークデバイスにＲＲＣメッセージを送信することを含み、当
該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含む。
【００１９】
　選択肢として、当該コアネットワークデバイスが、当該ベアラ確立要求に含まれる当該
遠端端末デバイスの識別子情報に基づいて、当該遠端端末デバイスのためにＥＰＳベアラ
を確立することできるように、当該アクセスネットワークデバイスが当該コアネットワー
クデバイスに送信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングは、当該ベアラ確
立要求を含むことができる。
【００２０】
　上記の可能な実現形態を結合して、第１の態様の第９の可能な実現形態において、当該
ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するように要求するために
さらに用いられ、当該再構成メッセージは、当該遠端端末デバイスのために確立されるＰ
ＤＮ接続の構成情報をさらに含み、当該方法は、当該中継端末デバイスは、当該遠端端末
デバイスに当該ＰＤＮ接続の構成情報を送信することをさらに含む。
【００２１】
　第２の態様において、別の中継伝送のための方法を提供し、コアネットワークデバイス
が、中継端末デバイスより送信されたベアラ確立要求を受信することと、当該コアネット
ワークデバイスが、当該ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベア
ラを確立することと、を含み、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラ
を確立するように要求するために用いられ、ここで、当該ＥＰＳベアラが、アクセスネッ
トワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと、当該
中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデータ伝送チャネルとを含む。
【００２２】
　第２の態様の第１の可能な実現形態において、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デ
バイスの端末デバイス識別子を含む。
【００２３】
　上記の可能な実現形態を結合して、第２の態様の第２の可能な実現形態において、当該
コアネットワークデバイスが、中継端末デバイスより送信されたベアラ確立要求を受信す
ることは、コアネットワークデバイスが、当該中継端末デバイスより送信された非アクセ
ス層メッセージを受信することを含み、当該非アクセス層メッセージが当該ベアラ確立要
求を含み、当該コアネットワークデバイスが、当該ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端
端末デバイスのＥＰＳベアラを確立することは、当該コアネットワークデバイスが、当該
アクセスネットワークデバイスにアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信す
ることを含み、ここで、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングが、当該遠端
端末デバイスの端末デバイス識別子を含む。
【００２４】
　選択肢として、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングは、当該ベアラ確立
要求を含む。
【００２５】
　上記の可能な実現形態を結合して、第２の態様の第３の可能な実現形態において、当該
コアネットワークデバイスが、中継端末デバイスより送信されたベアラ確立要求を受信す
ることは、当該コアネットワークデバイスが、当該アクセスネットワークデバイスより送
信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングを受信することを含み、当該アプ
リケーション層プロトコルのシグナリングが、当該アクセスネットワークデバイスが当該
中継端末デバイスより送信されたＲＲＣメッセージに基づいて送信されたものであり、当
該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含む。
【００２６】
　第３の態様において、別の中継伝送のための方法を提供し、アクセスネットワークデバ
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イスが、ベアラ確立要求を受信することと、当該アクセスネットワークデバイスが、当該
ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立することと、当
該アクセスネットワークデバイスが、当該中継端末デバイスに再構成メッセージを送信す
ることと、を含み、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立する
ように要求するために用いられ、ここで、当該ＥＰＳベアラが、アクセスネットワークデ
バイスと中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと、当該中継端末デバイ
スと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデータ伝送チャネルとを含み、当該再構成メッ
セージが、当該ＥＰＳベアラの構成情報を含む。
【００２７】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【００２８】
　第３の態様の第１の可能な実現形態において、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中
継端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェ
ースの構成情報と、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信イ
ンターフェースの構成情報とを含み、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、
具体的に物理層の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は
、具体的に物理層の第２の構成情報であり、又は当該セルラー通信インターフェースの構
成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報とレイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ
２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の
第２の構成情報のうちの少なくとも一つである。
【００２９】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第２の可能な実現形態において、当該
物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースにおいて中継伝送するた
めの第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデータ量区間とＰＵＣＣ
Ｈリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアンブルコードとの対応関
係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定ＲＮＴＩは、当該アクセ
スネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンクデータ伝送をスケジュ
ーリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクランブリングするために
用いられ、当該物理層の第２の構成情報が、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにおいて中
継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【００３０】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第３の可能な実現形態において、当該
レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デバイスに割り当てたレ
イヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定ＬＣＩＤが中
継伝送を識別するために用いられ、及び／又は当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠
端端末デバイスに割り当てたレイヤ２識別子を含む。
【００３１】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第４の可能な実現形態において、当該
ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイス
との間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含む。
【００３２】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第５の可能な実現形態において、当該
アクセスネットワークデバイスが、ベアラ確立要求を受信することは、当該アクセスネッ
トワークデバイスが、当該中継端末デバイスより送信されたＲＲＣメッセージを受信する
こと、を含み、当該ＲＲＣメッセージが、当該ベアラ確立要求を含み、当該アクセスネッ
トワークデバイスが、当該ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベ
アラを確立することは、当該アクセスネットワークデバイスが、当該ＲＲＣメッセージに
基づいて、コアネットワークデバイスに当該遠端端末デバイスのベアラを確立するように
要求するためのアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信すること、を含む。
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【００３３】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第６の可能な実現形態において、当該
アクセスネットワークデバイスが、ベアラ確立要求を受信することは、当該アクセスネッ
トワークデバイスが、コアネットワークデバイスより送信されたアプリケーション層プロ
トコルのシグナリングを受信することを含み、当該アプリケーション層プロトコルのシグ
ナリングは、当該ベアラ確立要求を含む。
【００３４】
　上記の可能な実現形態を結合して、第３の態様の第７の可能な実現形態において、当該
ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するように要求するために
さらに用いられ、当該方法は、当該アクセスネットワークデバイスが、当該ベアラ確立要
求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立することと、当該アクセスネッ
トワークデバイスが、当該中継端末デバイスに当該ＰＤＮ接続の構成情報を送信すること
と、をさらに含む。
【００３５】
　第４の態様において、中継伝送のための装置を提供し、上記の第１の態様又は第１の態
様のいずれの可能な実現形態における方法を実施するように構成される。具体的に、当該
装置は、上記の第１の態様又は第１の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実施
するように構成されるユニットを含む。
【００３６】
　第５の態様において、別の中継伝送のための装置を提供し、上記の第２の態様又は第２
の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実施するように構成される。具体的に、
当該装置は、上記の第２の態様又は第２の態様のいずれの可能な実現形態における方法を
実施するように構成されるユニットを含む。
【００３７】
　第６の態様において、別の中継伝送のための装置を提供し、上記の第３の態様又は第３
の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実施するように構成される。具体的に、
当該装置は、上記の第３の態様又は第３の態様のいずれの可能な実現形態における方法を
実施するように構成されるユニットを含む。
【００３８】
　第７の態様において、別の中継伝送のための装置を提供し、記憶ユニットとプロセッサ
とを含み、当該記憶ユニットは命令を記憶するように構成され、当該プロセッサは、当該
記憶装置に記憶される命令を実行するように構成され、当該プロセッサが当該記憶装置に
記憶される命令を実行する時に、当該実行によって、当該プロセッサが第１の態様又は第
１の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実行することができる。
【００３９】
　第８の態様において、別の中継伝送のための装置を提供し、記憶ユニットとプロセッサ
とを含み、当該記憶ユニットは命令を記憶するように構成され、当該プロセッサは、当該
記憶装置に記憶される命令を実行するように構成され、当該プロセッサが当該記憶装置に
記憶される命令を実行する時に、当該実行によって、当該プロセッサが第２の態様又は第
２の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実行することができる。
【００４０】
　第９の態様において、別の中継伝送のための装置を提供し、記憶ユニットとプロセッサ
とを含み、当該記憶ユニットは命令を記憶するように構成され、当該プロセッサは、当該
記憶装置に記憶される命令を実行するように構成され、当該プロセッサが当該記憶装置に
記憶される命令を実行する時に、当該実行によって、当該プロセッサが第３の態様又は第
３の態様のいずれの可能な実現形態における方法を実行することができる。
【００４１】
　第１０の態様において、コンピュータ読み取り可能な媒体を提供し、コンピュータプロ
グラムを記憶するように構成され、当該コンピュータプログラムは、第１の態様又は第１
の態様のいずれの可能な実現形態における方法の命令を含む。
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【００４２】
　第１１の態様において、コンピュータ読み取り可能な媒体を提供し、コンピュータプロ
グラムを記憶するように構成され、当該コンピュータプログラムは、第２の態様又は第２
の態様のいずれの可能な実現形態における方法の命令を含む。
【００４３】
　第１２の態様において、コンピュータ読み取り可能な媒体を提供し、コンピュータプロ
グラムを記憶するように構成され、当該コンピュータプログラムは、第３の態様又は第３
の態様のいずれの可能な実現形態における方法の命令を含む。
【００４４】
　本発明の実施例によって提供される中継伝送方法は、中継端末デバイスは、アクセスネ
ットワークデバイスによってベアラ確立要求を送信し、当該ベアラ確立要求が、遠端端末
デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要求するために用いられ、当該アクセスネット
ワークデバイスは、当該ベアラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベア
ラを確立することが可能であり、ここで、当該ＥＰＳベアラは、当該コアネットワークデ
バイスとアクセスネットワークデバイスとの間のデータ伝送トンネリングと、アクセスネ
ットワークデバイスと中継端末デバイスとの間の無線ベアラとを含むことができる。この
ように、当該中継端末デバイスは、当該ＥＰＳベアラを使用して、当該遠端端末デバイス
とコアネットワークデバイスとの間のデータを中継することができ、ＮＥＴの貫通を必要
とせず、それによって、中継伝送のデータ処理の複雑度を低減する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施例の適用する無線通信システムの概略的なフローチャートである。
【図２】本発明の実施例により提供される中継伝送のための方法の概略的なフローチャー
トである。
【図３】本発明の実施例の各デバイスの中継通信のためのユーザプレーンプロトコルスタ
ックの例示的な概略図である。
【図４】本発明の実施例の各デバイスの中継通信のための別のユーザプレーンプロトコル
スタックの例示的な概略図である。
【図５】本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための方法の概略的なフローチ
ャートである。
【図６】本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための方法の概略的なフローチ
ャートである。
【図７】本発明の実施例により提供される中継端末デバイスの概略的なブロック図である
。
【図８】本発明の実施例により提供される中継伝送のための装置の概略的なブロック図で
ある。
【図９】本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための装置の概略的なブロック
図である。
【図１０】本発明の実施例により提供される別の中継端末デバイスの概略的なブロック図
である。
【図１１】本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための装置の概略的なブロッ
ク図である。
【図１２】本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための装置の概略的なブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　より明確に本発明の実施例を説明するために、上記において、実施例または先行技術の
説明で必要となる図面を簡単に説明し、明らかに、上記に記載されている図面は、単なる
本発明の幾つかの実施例に過ぎず、当業者にとって、創造的な労力を払わない前提で、こ
れらの図面に基づいてその他の図面が得ることができる。
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【００４７】
　下記において、本発明の実施例の図面を結合し、本発明の実施例の技術案を明確的、全
面的に説明し、当然、説明されている実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず、全ての
実施例ではない。本発明の実施例に基づいて、当業者は、創造的な労力を払わずに得られ
た全てのその他の実施例は、本発明の範囲内である。
【００４８】
　なお、用語の「システム」及び「ネットワーク」は、本願において互換して使用するこ
とができる。本願における用語「及び／又は」は、単なる関連対象の対応関係を説明して
いるだけであり、３つの関係が表されることができる。例えば、Ａ及び／又はＢは、Ａの
みが存在する場合と、Ａ及びＢの両方とも存在する場合と、Ｂのみが存在する場合とを表
すことができる。さらに、本願における文字“／”は、概して前後関連対象間の「又は」
という関係を表している。
【００４９】
　図１は、本発明の実施例が適用する無線通信システム１００の概略図であり、当該無線
通信システム１００は、少なくとも一つのアクセスネットワークデバイス１１０を含む。
アクセスネットワークデバイス１００は、端末デバイスと通信するデバイスであっても良
い。それぞれのアクセスネットワークデバイス１００は、特定した地理エリアに通信カバ
レッジを提供することができ、当該カバレッジエリア内に位置する端末デバイスと通信で
きる。当該アクセスネットワークデバイス１００は、ＧＳＭシステム又はシンボル分割多
元接続（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シ
ステムにおける基地局（ＢＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）
であっても良く、ＷＣＤＭＡシステムにおける基地局（ＮＢ：ＮｏｄｅＢ）であっても良
く、さらにＬＴＥシステムにおける進化型基地局（ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢ：Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であっても良く、又はクラウド無線アクセスネットワーク
（ＣＲＡＮ：Ｃｌｏｕｄ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）における無線制
御装置であっても良く、又は当該アクセスネットワークデバイスは、中継局、アクセスポ
イント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス及び将来の５Ｇネットワークにおけるコア
ネットワークデバイス、又は公衆携帯電話網ネットワーク（ＰＬＭＮ：Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌ
ａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）におけるアクセスネットワークデバイスなどで
あっても良い。
【００５０】
　当該無線通信システム１００は、アクセスネットワークデバイス１１０のカバレッジ範
囲内に位置する複数の端末デバイス１２０をさらに含む。当該端末デバイス１２０は移動
、又は固定しているものであっても良い。当該端末デバイス１２０は、アクセス端末、ユ
ーザデバイス（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ユーザユニット、ユーザサイト
、移動サイト、移動局、遠隔サイト、遠隔端末、移動デバイス、ユーザ端末、端末、無線
通信デバイス、ユーザエージェント又はユーザ装置であっても良い。アクセス端末は、セ
ルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉ
ｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ：Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｏｐ）サイト、パーソナルデジタル処理（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線通信機能を備えるハンドヘルド
デバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理デバイス、
車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の５Ｇネットワークにおける端末デバイス又
は将来進化型ＰＬＭＮにおける端末デバイス等であっても良い。
【００５１】
　図１は、一つのアクセスネットワークデバイスと６個の端末デバイスを例示的に示して
おり、選択肢として、当該無線通信システム１００は、複数個のアクセスネットワークデ
バイスを含むことができ、それぞれのアクセスネットワークデバイスのカバレッジ範囲内
にその他の数の端末デバイスが含まれても良い、本発明の実施例はそれを限定しない。ま
た、当該無線通信システム１００は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌ
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ｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ：Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　ＧａｔｅＷａｙ）、パケットデータネットワークゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ：Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）などのその他のネットワーク
エンティティを含むことも可能であるが、本発明の実施例はこれらに限らない。
【００５２】
　具体的に、端末デバイス１２０は、セルラー通信モード又はＤ２Ｄ通信モードで通信す
ることが可能であり、ここで、セルラー通信モードにおいて、端末デバイスは、アクセス
ネットワークデバイスによってその他の端末デバイスと通信することができ、Ｄ２Ｄ通信
モードにおいて、端末デバイスは、Ｄ２Ｄリンクを介して直接にその他の端末デバイスと
通信することができる。
【００５３】
　図１に示されている複数の端末デバイス１２０に、セルラー端末デバイス、Ｄ２Ｄ端末
デバイス、及び中継端末デバイスが含まれており、ここで、セルラー端末デバイスは、セ
ルラー通信技術を採用してアクセスネットワークデバイス１１０と通信する。Ｄ２Ｄ端末
デバイスは、中継端末デバイスによってアクセスネットワークデバイスとの間のデータ伝
送を実現し、ここで、中継端末デバイスとＤ２Ｄ端末デバイスとの間にＰＣ５インターフ
ェースを備え、Ｄ２Ｄ通信技術を採用して通信し、ここで、当該Ｄ２Ｄ通信技術は、具体
的に、ＬＴＥのサイドリンク（ＳＬ：ＳｉｄｅＬｉｎｋ）技術であっても良く、ＷＬＡＮ
のＷＩＦＩ、又はブルートゥースなどの技術、又はその他のＤ２Ｄ通信技術であっても良
く、本発明の実施例はこれに対して限定しない。中継端末デバイスとアクセスネットワー
クデバイスとの間にＵｕインターフェースを備え、セルラー通信技術を採用して通信する
。
【００５４】
　図２は、本発明の実施例に提供される中継伝送のための方法２００を例示的に示してい
る。当該方法２００は、図１に示されている無線通信システムに適用することができるが
、本発明の実施例はそれに対して限定しない。
【００５５】
　Ｓ２１０において、中継端末デバイスは、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求
を送信する、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するよ
うに要求するために用いられる。
【００５６】
　当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要求す
るために用いられる。例えば、当該遠端端末デバイスのデフォルトＥＰＳベアラを確立す
るように要求し、又は当該遠端端末デバイスの専用のＥＰＳベアラを確立するように要求
する。本発明の実施例はそれに対して限定しない。
【００５７】
　選択肢として、当該遠端端末デバイスのパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続がまだ確立されていない場合、当該ベアラ確立
要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するように要求するために用いられる
ことが可能であるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００５８】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの情報、例えば、当該遠
端端末デバイスの端末デバイス識別子を含むことができ、選択肢として、当該遠端端末デ
バイスのＰＤＮ接続がすでに確立した場合、当該遠端端末デバイスの情報は当該遠端端末
デバイスのＩＰアドレスを含んでも良いが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００５９】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、遠端端末デバイスとＤ２Ｄ通信リンク（ＰＣ
５接続とも称される）を確立した後に、当該ベアラ確立要求を送信することができる。選
択肢として、当該中継端末デバイスが当該遠端端末デバイスの接続確立要求を受信した時
に、当該接続確立要求に基づいて、当該ベアラ確立要求を送信することもでき、ここで、
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当該接続確立要求が、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信
リンクを確定するように要求するために用いられ、例えば、当該接続確立要求は、具体的
に直接通信要求であっても良く、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間の
ＰＣ５リンクを確立するように要求するために用いられるが、本発明の実施例はそれに限
らない。
【００６０】
　選択肢として、当該コアネットワークデバイスは、具体的にモビリティ管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）又はその他の装
置であっても良く、便利上、以下において当該コアネットワークデバイスがＭＭＥである
ことを例として説明するが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００６１】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、アクセスネットワークデバイスに無線リソー
ス制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メッセージを送信す
ることによって、当該コアネットワークデバイスに当該ベアラ確立要求を送信することが
できる。具体的に、当該中継端末デバイスは、アクセスネットワークデバイスにＲＲＣメ
ッセージを送信することができ、当該ＲＲＣメッセージが当該ベアラ確立要求を含む。当
該アクセスネットワークデバイスは、当該ＲＲＣメッセージを受信した後に、コアネット
ワークデバイスにアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信することができ、
当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するようにコアネットワークデバイスを要求
するが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００６２】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、コアネットワークデバイスに非アクセス層（
ＮＡＳ：Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）メッセージを送信しても良く、ここで
、当該ＮＡＳメッセージは当該ベアラ確立要求を含むが、本発明の実施例はそれに限らな
い。
【００６３】
　Ｓ２２０において、コアネットワークデバイスは、当該ベアラ確立要求を受信し後に、
当該ベアラ確立要求に基づいて、アクセスネットワークデバイスと一緒に当該遠端端末デ
バイスのＥＰＳベアラを確立することができ、ここで、当該ＥＰＳベアラが、当該アクセ
スネットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと
、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のデバイスツーデバイスＤ２Ｄデ
ータ伝送チャネルとを含む。
【００６４】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラは、当該コアネットワークデバイスとアクセスネット
ワークデバイスとの間のデータ伝送チャネルと、当該コアネットワークデバイスとＰ－Ｇ
Ｗとの間のデータ伝送チャネルとを含むことが可能であり、ここで、選択肢として、当該
コアネットワークデバイスとアクセスネットワークデバイスとの間のデータ伝送チャネル
と、当該コアネットワークデバイスとＰ－ＧＷとの間のデータ伝送チャネルとは、ＧＰＲ
Ｓトンネリングプロトコル（ＧＴＰ：ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）トンネリングと総称することができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００６５】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラが当該遠端端末デバイスのデフォルトベアラである場
合、当該ＥＰＳベアラを確立する前に、当該コアネットワークデバイスは、当該遠端端末
デバイスに対して認証を行うことも可能であり、例えば身分の認証、セキュリティ認証、
等々であるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００６６】
　選択肢として、当該Ｐ－ＧＷが当該遠端端末デバイスの情報に基づいて、当該遠端端末
デバイスのＧＴＰトンネリングを確立することができるように、当該コアネットワークデ
バイスは、Ｐ－ＧＷに当該遠端端末デバイスの情報を送信することができる。選択肢とし
て、当該コアネットワークデバイスは、Ｐ－ＧＷより送信された当該ＧＴＰトンネリング
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の構成情報を受信することもでき、例えば、当該遠端端末デバイスに割り当てるトンネル
エンドポイント識別子（ＴＥＩＤ：Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）等々であるが、本発明の実施例は、これに対して限定しない。
【００６７】
　選択肢として、当該アクセスネットワークデバイスが当該アプリケーション層プロトコ
ルのシグナリングに基づいて、当該遠端端末デバイスの無線ベアラを確立することができ
るように、当該コアネットワークデバイスは、当該アクセスネットワークデバイスにアプ
リケーション層プロトコルのシグナリングを送信することもでき、ここで、当該アプリケ
ーション層プロトコルのシグナリングは、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含むことができ、ここで、当該遠端端末デバイスの無線ベアラは、当該アクセスネットワ
ークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のデータ伝送チャネルと、当該中継端末デバ
イスと当該遠端端末デバイスとの間のデータ伝送チャネルとを含むことができる。選択肢
として、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングは、具体的にイニシャルコン
テキスト確立要求（ＩＮＩＴＩＡＬ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＱＵＥＳＴ）又
は無線アクセスベアラ（ＲＡＢ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）確立要求、
等々であっても良く、本発明の実施例は、これに対して限定しない。
【００６８】
　Ｓ２３０において、アクセスネットワークデバイスは、中継端末デバイスに再構成メッ
セージを送信し、当該再構成メッセージが当該遠端端末デバイスのために確立されるＥＰ
Ｓベアラの構成情報を含む。
【００６９】
　選択肢として、当該再構成メッセージは、具体的に、ＲＲＣ接続再構成メッセージであ
っても良く、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイス当該遠
端端末デバイスのために確立される無線ベアラの構成情報を含むことができる。例えば、
当該無線ベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと当該中継端末デバイ
スとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報、当該中継端末デバイスと当該
遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報、及び当該アク
セスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピア
レイヤの構成情報のうちの少なくとも一つを含むことができるが、本発明の実施例はそれ
に限らない。
【００７０】
　選択肢として、本発明の実施例において、当該中継端末デバイスは、ＩＰ層と異なる、
その他の層を介して当該遠端端末デバイスと当該ネットワークデバイスとの間のデータ伝
送を中継することができる。例えば、当該中継端末デバイスは、レイヤ１中継又はレイヤ
２中継の方式を採用することができる。ここで、レイヤ１中継は、具体的に物理層中継で
あっても良く、レイヤ２中継は、具体的にメディアアクセス制御（ＭＡＣ：Ｍｅｄｉａ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層中継、無線リンク制御（ＲＬＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層中継、又はパケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ：Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層中継であっても良いが
、本発明の実施例は、当該中継端末デバイスの中継伝送に対して限定しない。
【００７１】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、レイヤ１中継方式を採用しても良い。この場
合、当該中継端末デバイスのユーザプレーンプロトコルスタックは、物理層のみを含むこ
とが可能であり、例えば、図３に示されているユーザプレーンプロトコルスタックの例に
おいて、当該中継端末デバイスの物理層と、当該遠端端末デバイスの物理層及び当該ネッ
トワークデバイスの物理層のそれぞれとは、ピアツーピアレイヤであり、当該ネットワー
クデバイスと当該遠端端末デバイスの上位レイヤ（例えばレイヤ２、レイヤ３等々）とは
ピアツーピアレイヤであるが、本発明の実施例はそれに限らない。この場合、選択肢とし
て、当該ネットワークデバイス又は遠端端末デバイスは、相手側にデータを送信する必要
がある時に、データをＭＡＣ　ＰＤＵとしてカプセル化することができ、ここで、当該Ｍ
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ＡＣ　ＰＤＵに遠端端末デバイスの識別子情報が含まれ、物理層を介して当該ＭＡＣ　Ｐ
ＤＵを処理し、物理層データフレームを生成し、物理層を介して中継端末デバイスに当該
物理層データフレームを送信する。当該中継端末デバイスは、遠端端末デバイス又はネッ
トワークデバイスより送信された物理層データフレームを受信した時に、当該物理層デー
タフレームに対応する遠端端末デバイスを識別せず、物理層において受信された当該物理
層データフレームに含まれるデータに対して処理と転送することができ、それに応じて、
当該中継端末デバイスが物理層を介して送信されたデータを受信したネットワークデバイ
ス又は遠端端末デバイスによって、上位レイヤ（例えばレイヤ２又はレイヤ３）において
、当該データに対応する遠端端末デバイスを識別するが、本発明の実施例はそれに限らな
い。
【００７２】
　この場合、選択肢として、当該無線ベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデ
バイスと当該中継端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報を
含むことが可能であり、即ち、当該中継端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイ
スとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報である。当該セルラー通信インター
フェースの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの
相手側と中継伝送するためのレイヤ１（即ち、物理層）の構成情報を含むことができ、便
利上、当該構成情報を物理層の第１の構成情報と称しても良いが、本発明の実施例はそれ
に限らない。選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、中継伝送のための第１の伝
送リソースの情報、中継特定無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、中継伝送のデータ量区間と物理
アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区
間とプリアンブルコードとの対応関係のうちの少なくとも一つを含む。又は、当該物理層
の第１の構成情報は、その他の中継伝送するための情報をさらに含むことができ、本発明
の実施例は、これに対して限定しない。
【００７３】
　具体的に、当該中継伝送のための第１の伝送リソースは、具体的に、当該中継端末デバ
イスと当該アクセスネットワークデバイスとの間で中継データを伝送するために用いられ
る。このように、当該中継端末デバイスが、当該アクセスネットワークデバイスが当該第
１の伝送リソースを使用して伝送する物理層データフレームを受信した場合、又は当該ア
クセスネットワークデバイスが、当該中継端末デバイスが当該第１の伝送リソースを使用
して伝送する物理層データフレームを受信した場合、当該物理層データフレームの占用さ
れる当該第１の伝送リソースに基づいて、当該物理層データフレームに中継データが含ま
れることを確定することができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００７４】
　当該中継特定ＲＮＴＩは中継データを識別するために用いられることが可能である。具
体的に、当該中継端末デバイスが当該中継特定ＲＮＴＩのアドレッシングによって受信さ
れた物理層データフレームに中継データが含まれることを確定することができるように、
当該アクセスネットワークデバイスは、当該中継特定ＲＮＴＩを使用して当該遠端端末デ
バイスのダウンリンクデータの伝送をスケジューリングするための物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）に対してスクランブリングするが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００７５】
　当該中継端末デバイスがネットワークデバイスに当該遠端端末デバイスのデータを中継
転送する必要がある時に、選択肢として、当該中継端末デバイスは、当該ネットワークデ
バイスにアップリンクグラントを要求する。選択可能な実施例として、当該中継端末デバ
イスは、当該ネットワークデバイスにキャッシュ状況報告を送信することができ、当該キ
ャッシュ状況報告に、当該中継端末デバイスのキャッシュデータ量の情報が含まれ、それ
によって、当該ネットワークデバイスが当該キャッシュ状況報告に基づいて、当該中継端
末デバイスにアップリンク伝送リソースを割り当てることができる。
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【００７６】
　別の選択可能な実施例として、当該物理層の第１の構成情報は、中継伝送のデータ量区
間と物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）リソースとの対応関係を含むことができる。このように
、当該中継端末デバイスは、当該データ量区間とＰＵＣＣＨリソースとの対応関係に基づ
いて、中継伝送待ちのデータ量の大きさに対応するＰＵＣＣＨリソースを確定することが
でき、当該対応するＰＵＣＣＨリソースを使用して当該ネットワークデバイスにスケジュ
ーリング要求を送信する。この時に、当該ネットワークデバイスは、当該スケジューリン
グ要求の占用されるＰＵＣＣＨリソースに基づいて、当該中継端末デバイスの伝送待ちの
データ量区間を確定し、これによってアップリンク伝送リソースを割り当てるが、本発明
の実施例はそれに限らない。
【００７７】
　別の選択可能な実施例として、当該物理層の第１の構成情報にも、中継伝送のデータ量
区間とプリアンブルコードとの対応関係が含まれることが可能である。この場合、当該中
継端末デバイスがネットワークデバイスにプリアンブルコードを送信することによってア
ップリンクグラントを要求することができる。具体的に、当該中継端末デバイスは、当該
データ量区間とプリアンブルコードとの対応関係に基づいて、中継伝送待ちのデータ量の
大きさに対応するプリアンブルコードを確定することができ、当該ネットワークデバイス
に当該対応するプリアンブルコードを送信する。この時に、当該ネットワークデバイスは
、当該対応するプリアンブルコードに基づいて、当該中継端末デバイスの伝送待ちのデー
タ量区間を確定することができ、これによってアップリンク伝送リソースを割り当てるが
、本発明の実施例はそれに限らない。
【００７８】
　選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、当該中継端末デバイスと当該遠端端末
デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含むことができ
、即ち、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェ
ースの構成情報である。当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、当該中継端末デ
バイスと当該遠端端末デバイスとの相手側と中継伝送するレイヤ１（即ち、物理層）の構
成情報を含むことができ、便利上、当該構成情報を物理層の第２の構成情報と称されても
良いが、本発明の実施例はそれに限らない。選択肢として、当該物理層の第２の構成情報
は、中継伝送のための第２の伝送リソースの情報を含むことができ、ここで、当該第２の
伝送リソースが、中継端末デバイスと遠端端末デバイスとの間で中継伝送をするために用
いられる。このように、当該中継端末デバイスが当該遠端端末デバイスが当該第２の伝送
リソースを使用して伝送される物理層データフレームを受信した場合、又は当該遠端端末
デバイスが当該中継端末デバイスが当該第２の伝送リソースを使用して伝送される物理層
データフレームを受信した場合、当該物理層データフレームに占用される当該第２の伝送
リソースに基づいて、当該物理層データフレームに中継データが含まれることを確定する
ことができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００７９】
　選択肢として、当該物理層の第２の構成情報は、その他の情報を含むことができ、本発
明の実施例は、これに対して限定しない。
【００８０】
　選択肢として、当該無線ベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと当
該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含む
ことが可能である。例えば、ＭＡＣ層の構成情報、ＲＬＣ層の構成情報、及びＰＤＣＰ層
の構成情報のうちの少なくとも一つを含む。この場合、当該中継端末デバイスは、当該遠
端端末デバイスに、当該アクセスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間の
ユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報を送信することができる。当該遠端端末デ
バイスは、上記の構成情報を受信した後に、ＭＡＣ層、ＲＬＣ層及びＰＤＣＰ層のうちの
少なくとも一つを設定することができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
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【００８１】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、レイヤ２中継方式、例えばＭＡＣ層中継、Ｒ
ＬＣ層中継又はＰＤＣＰ層中継方式を採用することができる。この場合、当該中継端末デ
バイスのユーザプレーンプロトコルスタックは、物理層とレイヤ２のうちの少なくとも一
つのみを含むことができ、例えば、図４に示されているユーザプレーンプロトコルスタッ
クの例において、当該中継端末デバイスは、ＭＡＣ層中継方式を採用する。この場合、当
該中継端末デバイスの物理層と、当該遠端端末デバイスの物理層及び当該ネットワークデ
バイスの物理層とのそれぞれとは、ピアツーピアレイヤであり、当該中継端末デバイスの
ＭＡＣ層と、ネットワークデバイス及び当該遠端端末デバイスのＭＡＣ層とは、ピアツー
ピアレイヤであり、当該ネットワークデバイスと、当該遠端端末デバイスのＲＬＣ層、Ｐ
ＤＣＰ層、更なる上位レイヤのそれぞれとは、いずれもピアツーピアレイヤであるが、本
発明の実施例はそれに限らない。この場合、選択肢として、当該中継端末デバイスは、当
該遠端端末デバイスの識別子情報に基づいて、当該遠端端末デバイスを識別することがで
きる。ここで、当該遠端端末デバイスの識別子情報は、当該遠端端末デバイスの端末デバ
イス識別子又はレイヤ２識別子を含むことができる。選択肢として、当該ネットワークデ
バイス又は遠端端末デバイスが相手側にデータを送信する必要がある時に、データを二重
層ＰＤＵにカプセル化することができ、即ち、レイヤ２とレイヤ１の二重層によってカプ
セル化したＰＤＵである、ここで、当該二重層ＰＤＵは、当該遠端端末デバイスの識別子
情報を含むことができ、又は当該アクセスネットワークデバイスが当該中継端末デバイス
に中継データを送信する時に、当該ネットワークデバイスは、当該遠端端末デバイスのＲ
ＮＴＩにスクランブリングされたＰＤＣＣＨによって当該二重層ＰＤＵに対してスケジュ
ーリングすることができる。当該中継端末デバイスが、遠端端末デバイス又はネットワー
クデバイスから送信された二重層ＰＤＵを受信した時に、レイヤ２で当該受信された二重
層ＰＤＵに対して処理を行うことができ、例えば、当該遠端端末デバイスの識別子情報に
基づいて、レイヤ２において、受信された当該二重層ＰＤＵに対応する遠端端末デバイス
を識別することができ、又はレイヤ２で、当該遠端端末デバイスの識別子情報に基づいて
、受信側デバイスに送信される二重層ＰＤＵをカプセル化する等々、本発明の実施例はそ
れに限らない。
【００８２】
　この場合、選択肢として、当該アクセスネットワークデバイスと当該中継端末デバイス
との間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報は、具体的に、当該アクセスネッ
トワークデバイスと当該中継端末デバイスとの、相手側と中継伝送するレイヤ１とレイヤ
２との構成情報であり、ここで、上記のユーザプレーンプロトコルスタックに対応して、
当該レイヤ２の構成情報は、ＭＡＣ層の構成情報を含むことができ、又はＲＬＣ層の構成
情報をさらに含み、又はＲＬＣ層とＰＤＣＰ層との構成情報をさらに含む。便利上、レイ
ヤ１とレイヤ２との構成情報をそれぞれ物理層の第１の構成情報とレイヤ２の第１の構成
情報と称することができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００８３】
　選択肢として、物理層の第１の構成情報は上記の記載を参照することが可能であり、簡
潔上、ここで省略する。別の選択可能な実施例として、当該物理層の第１の構成情報は、
ネットワークデバイスが当該遠端端末デバイスに割り当てるターゲットプリアンブルコー
ドを含むことができる。この場合、当該中継端末デバイスは、当該アクセスネットワーク
デバイスに当該遠端端末デバイスのデータを中継転送する必要がある時に、当該ターゲッ
トプリアンブルコードを使用して当該アクセスネットワークデバイスにアップリンクグラ
ント要求をすることができる、当該アクセスネットワークデバイスは、当該ターゲットプ
リアンブルコードに基づいて、当該アップリンクグラント要求に対応する遠端端末デバイ
スを確定することができ、当該遠端端末デバイスのデータにアップリンク伝送リソースを
割り当てるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００８４】
　別の選択可能な実施例として、当該物理層の第１の構成情報は、ネットワークデバイス
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が当該遠端端末デバイスに割り当てるＲＮＴＩをさらに含むことができる。この場合、当
該アクセスネットワークデバイスが当該遠端端末デバイスのデータを送信する必要がある
時に、当該遠端端末デバイスに割り当てるＲＮＴＩを使用して当該遠端端末デバイスのダ
ウンリンクデータ伝送をスケジューリングするためのＰＤＣＣＨに対してスクランブリン
グすることができ、それによって当該中継端末デバイスが、当該ＲＮＴＩのアドレッシン
グによって受信された二重層ＰＤＵに対応する遠端端末デバイスを確定することができる
が、本発明の実施例はそれに限らない。
【００８５】
　選択肢として、レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ロジックチャネル識別子（ＬＣ
ＩＤ：Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）、当該遠端端末デバイ
スに割り当てたレイヤ２識別子、及び当該遠端端末デバイスに割り当てるＲＮＴＩのうち
の少なくとも一つを含むことができる。又は、当該レイヤ２の第１の構成情報は、その他
の中継伝送するための情報を含むことができ、本発明の実施例は、これに対して限定しな
い。
【００８６】
　具体的に、当該中継特定ＬＣＩＤは、識別子中継伝送に用いられることができる。この
場合、当該アクセスネットワークデバイスが当該中継端末デバイスより送信された二重層
ＰＤＵを受信し、又は当該中継端末デバイスが当該アクセスネットワークデバイスより送
信された二重層ＰＤＵを受信した時に、当該二重層ＰＤＵに含まれる当該中継特定ＬＣＩ
Ｄに基づいて、当該二重層ＰＤＵに中継データが含まれることを確定するが、本発明の実
施例はそれに限らない。
【００８７】
　レイヤ２識別子は、レイヤ２でカプセル化して識別する識別子を指すことが可能であり
、当該レイヤ２識別子は、中継伝送において当該遠端端末デバイスを識別するために用い
られ、選択肢として、当該レイヤ２識別子の長さが端末デバイスの長さより小さくても良
く、このように、二重層ＰＤＵに端末デバイス識別子を含ませることと比べて、ＰＤＵに
当該レイヤ２識別子を含ませることは、シグナリングオーバーヘッドを低減することがで
きるが、本発明の実施例はそれに限らない。選択肢として、当該レイヤ２識別子はＭＡＣ
層、ＲＬＣ層又はＰＤＣＰ層に設定しても良い。又は、当該遠端端末デバイスと当該アク
セスネットワークデバイスとのレイヤ２では、適応層を新規追加しても良く、ここで、当
該適応層は、当該ＭＡＣ層とＰＤＣＰ層との間の任意の選択可能な位置に位置することが
でき、当該レイヤ２識別子を適応層に設定することができるが、本発明の実施例はそれに
限らない。
【００８８】
　選択肢として、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーン
ピアツーピアレイヤの構成情報は、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの相
手側と中継伝送する物理層と、レイヤ２の構成情報とを含むことができ、便利上、当該物
理層とレイヤ２の構成情報を物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報をそれ
ぞれ称しても良いが、本発明の実施例はそれに限らない。具体的に、当該物理層の第２の
構成情報は、上記の説明を参照することができ、簡潔上、ここで省略する。当該レイヤ２
の第２の構成情報は、当該遠端端末デバイスのレイヤ２識別子又はその他の情報を含むこ
とができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００８９】
　選択肢として、当該アクセスネットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユ
ーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報は、ＲＬＣ層の構成情報とＰＤＣＰ層の構成
情報の少なくとも一つを含むことができ、この場合、当該中継端末デバイスは、遠端端末
デバイスに当該ＲＬＣ層の構成情報とＰＤＣＰ層の構成情報の少なくとも一つを指示する
ための指示情報を送信することによって、当該遠端端末デバイスがそれに応じる設定を行
うことができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９０】
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　選択肢として、当該ベアラ確立要求が、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立する
ように要求するためにさらに用いられる場合、当該コアネットワークデバイスと当該アク
セスネットワークデバイスは、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立し、当該中継端
末デバイスに当該ＰＤＮ接続の構成情報、例えばＩＰアドレスを送信することができる、
等々。この場合、選択肢として、当該中継端末デバイスは、当該遠端端末デバイスに当該
ＰＤＮ接続の構成情報を送信することができ、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９１】
　選択肢として、当該中継端末デバイスは、当該ＥＰＳベアラの構成情報に基づいて、そ
れに応じる設定を行うことができ、設定完了後に、当該アクセスネットワークデバイスに
再構成完了メッセージ（例えばＲＲＣ接続再構成完了メッセージ）とアップリンク情報変
換（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）メッセージを送信する
が、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９２】
　そのため、本発明の実施例により提供される中継伝送のための方法は、中継端末デバイ
スがコアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信し、当該ベアラ確立要求が、遠端
端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要求するために用いられ、当該コアネット
ワークデバイスとアクセスネットワークデバイスとは、当該ベアラ確立要求に基づいて、
当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立し、ここで、当該ＥＰＳベアラは、当該アク
セスネットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネル
と、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のデバイスツーデバイスＤ２Ｄ
データ伝送チャネルを含む。このように、当該中継端末デバイスは、当該ＥＰＳベアラを
使用し、当該遠端端末デバイスと当該アクセスネットワークデバイスとの間のデータ伝送
を中継することができ、当該中継端末デバイスが異なる方式を使用して中継するのに有利
であり、ＮＥＴの貫通を必要とせず、それによって、中継伝送のデータ処理の複雑度を低
減する。
【００９３】
　下記に具体的な例を結合して、本発明の実施例を詳しく説明する。なお、これらの例は
、単に当業者に本発明の実施例をより良く理解させるためであり、本発明の実施例の範囲
を限定するわけではない。
【００９４】
　便利上、下記の例において、セルラーネットワークが既に遠端端末デバイスと、ＰＤＮ
接続、ベアラを確立してあり、遠端端末デバイスが具体的に遠端ＵＥであり、中継端末デ
バイスが具体的に中継ＵＥであり、ネットワークデバイスが具体的にｅＮＢであると仮設
するが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９５】
　図５には、本発明の実施例により提供されるベアラの確立方法３００を例示的に示して
いる。当該方法３００において、当該遠端端末デバイスが既にセルラーネットワーク例え
ば進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）にアタッチしており、又は当該遠端端末デバイスがセルラーネットワークとＰＤ
Ｎ接続を確立してあると仮設するが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９６】
　Ｓ３１０において、遠端端末デバイスは、中継端末デバイスを発見して常駐する。
【００９７】
　Ｓ３２０において、遠端端末デバイスは、中継端末デバイスに直接通信要求（Ｄｉｒｅ
ｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信し、ここで、当該直接通信
要求に当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子と当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続
のＩＰアドレスが含まれても良い。
【００９８】
　当該直接通信要求は、具体的に当該遠端端末デバイスと当該中継端末デバイスとの間の
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Ｄ２Ｄ通信リンク、例えば、当該遠端端末デバイスと当該中継端末デバイスとの間のＰＣ
５接続を確立するために用いられることができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【００９９】
　Ｓ３３０において、中継端末デバイスは、遠端端末デバイスより送信された直接通信要
求を受信した後に、ｅＮＢによってＭＭＥに当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子
とＰＤＮ接続のＩＰアドレスを報告する。
【０１００】
　Ｓ３４０において、ＭＭＥは、当該端末デバイス識別子とＩＰアドレスを記憶すること
ができ、それをＰ－ＧＷ（又はＳ－ＧＷ）に伝送する。
【０１０１】
　Ｓ３５０において、ＭＭＥとＰ－ＧＷとは、当該遠端端末デバイスにＳ１－Ｕインター
フェースのＧＴＰトンネリング、例えばトンネルエンドポイント識別子（ＴＥＩＤ：Ｔｕ
ｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）等を割り当てる。
【０１０２】
　Ｓ３６０において、ｅＮＢは、遠端端末デバイスに中継端末デバイスとｅＮＢとの間の
無線ベアラを割り当てる。
【０１０３】
　選択肢として、当該無線ベアラの構成情報は、物理層の構成情報、又は物理層の構成情
報及びＭＡＣ層の構成情報を含むことができ、選択肢として、当該ＭＡＣ層の構成情報は
、当該遠端端末デバイスに割り当てたレイヤ２識別子を含むことができる。又は、当該ｅ
ＮＢは、当該中継端末デバイスに当該遠端端末デバイスのＲＬＣ層構成及び／又はＰＤＣ
Ｐ層構成、を送信することができる、本発明の実施例はそれに限らない。
【０１０４】
　Ｓ３３０において、中継端末デバイスは、遠端端末デバイスに直接通信応答を送信する
。
【０１０５】
　選択肢として、当該直接通信応答は、当該レイヤ２識別子及び／又はＲＲＣコンテナを
含むことができ、ここで、当該ＲＲＣコンテナには、ＲＬＣ層構成及び／又はＰＤＣＰ層
構成がカプセル化されることができる。それに応じて、当該遠端端末デバイスは、直接通
信応答を受信した後に、当該直接通信応答内のＲＲＣコンテナに基づいて、対応するＲＬ
Ｃ層及び／又はＰＤＣＰ層を構成することができるが、本発明の実施例はそれに限らない
。
【０１０６】
　図６は、本発明の実施例により提供される別のベアラの確立方法４００を例示的に示し
ている。当該方法４００において、遠端端末デバイスがＰＤＮ接続をまだ確立していない
と仮設する。
【０１０７】
　Ｓ４１０において、遠端端末デバイスは、中継端末デバイスを発見して常駐する。
【０１０８】
　Ｓ４２０において、遠端端末デバイスは、中継端末デバイスに直接通信要求を送信し、
当該直接通信要求は、遠端端末デバイスの端末デバイス識別子と、ＰＤＮ接続を確立する
ように要求するための指示情報を含むことができる。
【０１０９】
　この場合、当該直接通信要求は、当該遠端端末デバイスと当該中継端末デバイスとの間
のＰＣ５接続を確立するように要求するために用いられることができ、当該遠端端末デバ
イスとセルラーネットワークとの間のＰＤＮ接続を確立するように要求するようにさらに
構成される。
【０１１０】
　Ｓ４３０において、中継端末デバイスは、当該直接通信要求に基づいて、ｅＮＢによっ
てＭＭＥにＰＤＮ接続確立要求を送信し、遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するよう
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に要求することができる。選択肢として、当該ＰＤＮ接続確立要求は、遠端端末デバイス
の端末デバイス識別子を含むことができる。
【０１１１】
　Ｓ４４０において、コアネットワークデバイス（ＭＭＥ又はＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷ）は、
遠端端末デバイスのためにＰＤＮ接続を確立し、当該遠端端末デバイスにＩＰアドレスを
割り当てる。
【０１１２】
　Ｓ４５０において、ＭＭＥは、ｅＮＢによって中継端末デバイスにＰＤＮ接続確立応答
を送信し、当該ＰＤＮ接続確立応答にＰＤＮ接続の構成情報、例えばＩＰアドレス等が含
まれる。
【０１１３】
　Ｓ４６０において、ＭＭＥは、遠端端末デバイスにＳ１－ＵのＧＴＰトンネリング、例
えばＴＥＩＤ等を割り当てる。
【０１１４】
　Ｓ４７０において、ｅＮＢは、遠端端末デバイスに中継端末デバイスとｅＮＢとの間の
無線ベアラを割り当てる。
【０１１５】
　選択肢として、当該無線ベアラの構成情報は、物理層の構成情報又は物理層の構成情報
及びレイヤ２の構成情報を含むことができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【０１１６】
　Ｓ４８０において、中継端末デバイスは、遠端端末デバイスに直接通信応答を送信する
。
【０１１７】
　選択肢として、当該直接通信応答は、レイヤ２識別子及び／又はＲＲＣコンテナを含む
ことができ、当該直接通信応答は、当該ＰＤＮ接続の情報、例えばＩＰアドレス等々をさ
らに含むことができるが、本発明の実施例はそれに限らない。
【０１１８】
　なお、図３～図６の例は、当業者に本発明の実施例をより良く理解させるためであり、
本発明の実施例の範囲を限定するわけではない。当業者は、上記の図３～図６の例によっ
て、明らかに等価の改修又は変更を行うことができ、このような改修又は変更も本発明の
実施例の範囲内である。
【０１１９】
　本発明の各実施例において、上記の各過程の番号は実施の前後順序と意味せず、各過程
の実施順序は、その機能と自身のロジックによって確定されるべきであり、本発明の実施
例の実施過程を制限するものになるわけではない、理解すべきである。
【０１２０】
　上記において、図１～図６を結合して、本発明の実施例による中継伝送のための方法を
詳しく説明しており、以下において、図７～図１２を結合して、本発明の実施例による中
継伝送のための装置を詳しく説明する。
【０１２１】
　図７は、本発明の実施例により提供される中継端末デバイス５００を示している。図７
に示すように、当該中継端末デバイス５００は、送信ユニット５１０と受信ユニット５２
０とを含む。
【０１２２】
　送信ユニット５１０は、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信するように
構成され、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要
求するために用いられる。
【０１２３】
　受信ユニット５２０は、アクセスネットワークデバイスより送信された再構成メッセー
ジを受信するように構成され、当該再構成メッセージが当該遠端端末デバイスのために確
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立されるＥＰＳベアラの構成情報を含み、ここで、当該ＥＰＳベアラが、当該アクセスネ
ットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと、当
該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデータ伝送チャネルとを含む
。
【０１２４】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０１２５】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中継端末デバイスと当該アクセス
ネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報と、当該中継端
末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェースの構成情報とを
含む。
【０１２６】
　選択肢として、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第
１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の
第２の構成情報であり、又は
　当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報と
レイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体
的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報のうちの少なくとも一つである
。
【０１２７】
　選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースに
おいて中継伝送するための第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデ
ータ量区間とＰＵＣＣＨリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアン
ブルコードとの対応関係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定Ｒ
ＮＴＩは、当該アクセスネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンク
データ伝送をスケジューリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクラ
ンブリングするために用いられる。
【０１２８】
　選択肢として、当該物理層の第２の構成情報が、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにお
いて中継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【０１２９】
　選択肢として、当該レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デ
バイスに割り当てたレイヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該
中継特定ＬＣＩＤが中継伝送を識別するために用いられる。
【０１３０】
　選択肢として、当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠端端末デバイスに割り当てた
レイヤ２識別子を含む。
【０１３１】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと
当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含
む。
【０１３２】
　それに応じて、当該送信ユニット５１０は、当該遠端端末デバイスに、当該アクセスネ
ットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤ
の構成情報を送信するようにさらに構成される。
【０１３３】
　選択肢として、当該受信ユニット５２０は、当該送信ユニット５１０がコアネットワー
クデバイスにベアラ確立要求を送信する前に、当該遠端端末デバイスの接続確立要求を受
信するようにさらに構成され、当該接続確立要求が、当該中継端末デバイスと当該遠端端
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末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信リンクを確定するように要求するために用いられる。
【０１３４】
　それに応じて、当該送信ユニット５１０は、具体的に、当該受信ユニット５２０で受信
された当該接続確立要求に基づいて、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信
するように構成される。
【０１３５】
　選択肢として、当該送信ユニット５１０は、具体的に、コアネットワークデバイスに非
アクセス層メッセージを送信するように構成され、当該非アクセス層メッセージが当該ベ
アラ確立要求を含む。
【０１３６】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含み、それに応じて、当該ＥＰＳベアラは、当該コアネットワークデバイスが当該アクセ
スネットワークデバイスにアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信すること
によって確立されたものであり、ここで、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリ
ングが、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を含む。
【０１３７】
　選択肢として、当該アクセスネットワークデバイスが、当該ＲＲＣメッセージに基づい
て、コアネットワークデバイスに当該遠端端末デバイスのベアラを確立するように要求す
るためのアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信することができるように、
当該送信ユニット５１０は、具体的に、当該アクセスネットワークデバイスにＲＲＣメッ
セージを送信するように構成され、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含む。
【０１３８】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立する
ように要求するためにさらに用いられる。この場合、当該再構成メッセージは、当該遠端
端末デバイスのために確立されるＰＤＮ接続の構成情報をさらに含み、当該送信ユニット
５１０は、当該遠端端末デバイスに当該ＰＤＮ接続の構成情報を送信するようにさらに構
成される。
【０１３９】
　選択可能な例において、当該中継端末デバイス５００は、上記の方法実施例の中継端末
デバイスに対応することができ、上記の方法実施例の中継端末デバイスに対応する各ステ
ップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができ、簡潔上、ここで省略す
る。
【０１４０】
　図８には、本発明の実施例により提供される中継伝送のための装置６００を示している
。図８に示すように、当該装置６００は、受信ユニット６１０と処理ユニット６２０とを
含む。
【０１４１】
　受信ユニット６１０は、中継端末デバイスより送信されたベアラ確立要求を受信するよ
うに構成され、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するよう
に要求するために用いられる。
【０１４２】
　処理ユニット６２０は、当該受信ユニット６１０で受信された当該ベアラ確立要求に基
づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように構成され、ここで、当該
ＥＰＳベアラが、アクセスネットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラ
ーデータ伝送チャネルと、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ
データ伝送チャネルとを含む。
【０１４３】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０１４４】
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　選択肢として、当該受信ユニット６１０は、具体的に、当該中継端末デバイスより送信
された非アクセス層メッセージを受信するように構成され、当該非アクセス層メッセージ
が当該ベアラ確立要求を含む。
【０１４５】
　それに応じて、当該装置６００は、送信ユニットをさらに含み、当該処理ユニット６２
０は、具体的に、当該送信ユニットによって当該アクセスネットワークデバイスにアプリ
ケーション層プロトコルのシグナリングを送信するように構成され、ここで、当該アプリ
ケーション層プロトコルのシグナリングが、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子
を含む。
【０１４６】
　選択肢として、当該受信ユニット６１０は、具体的に、当該アクセスネットワークデバ
イスより送信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングを受信するように構成
され、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングが、当該アクセスネットワーク
デバイスが当該中継端末デバイスより送信されたＲＲＣメッセージに基づいて送信された
ものであり、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含む。
【０１４７】
　選択可能な例において、当該装置６００は、上記の方法実施例のコアネットワークデバ
イスに対応することができ、上記の方法実施例のコアネットワークデバイスに対応する各
ステップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができる。簡潔上、ここで
省略する。
【０１４８】
　図９には、本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための装置７００を示して
いる。図９に示すように、当該装置７００は、受信ユニット７１０、処理ユニット７２０
、及び送信ユニット７３０を含む。
【０１４９】
　受信ユニット７１０は、ベアラ確立要求を受信するように構成され、当該ベアラ確立要
求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要求するために用いられる。
【０１５０】
　処理ユニット７２０は、当該受信ユニット７１０で受信された当該ベアラ確立要求に基
づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように構成され、ここで、当該
ＥＰＳベアラが、アクセスネットワークデバイスと中継端末デバイスとの間のセルラーデ
ータ伝送チャネルと、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデー
タ伝送チャネルとを含む。
【０１５１】
　送信ユニット７３０は、当該中継端末デバイスに再構成メッセージを送信するように構
成され、当該再構成メッセージが当該処理ユニット７２０で確立された当該ＥＰＳベアラ
の構成情報を含む。
【０１５２】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中継端末デバイスと当該アクセス
ネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報と、当該中継端
末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェースの構成情報とを
含む。
【０１５３】
　選択肢として、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第
１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の
第２の構成情報であり、又は
　当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報と
レイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体
的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報のうちの少なくとも一つである
。
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【０１５４】
　選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースに
おいて中継伝送するための第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデ
ータ量区間とＰＵＣＣＨリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアン
ブルコードとの対応関係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定Ｒ
ＮＴＩは、当該アクセスネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンク
データ伝送をスケジューリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクラ
ンブリングするために用いられる。
【０１５５】
　選択肢として、当該物理層の第２の構成情報が、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにお
いて中継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【０１５６】
　選択肢として、当該レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デ
バイスに割り当てたレイヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該
中継特定ＬＣＩＤが中継伝送を識別するために用いられる。
【０１５７】
　選択肢として、当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠端端末デバイスに割り当てた
レイヤ２識別子を含む。
【０１５８】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと
当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含
む。
【０１５９】
　選択肢として、当該受信ユニット７１０は、具体的に、当該中継端末デバイスより送信
されたＲＲＣメッセージを受信するように構成され、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ
確立要求を含む。
【０１６０】
　それに応じて、当該処理ユニット７２０は、具体的に、当該ＲＲＣメッセージに基づい
て、当該送信ユニット７３０によって、コアネットワークデバイスに、当該遠端端末デバ
イスのベアラを確立するように要求するためのアプリケーション層プロトコルのシグナリ
ングを送信するように構成される。
【０１６１】
　選択肢として、当該受信ユニット７１０は、具体的に、コアネットワークデバイスより
送信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングを受信するように構成され、当
該アプリケーション層プロトコルのシグナリングは、当該ベアラ確立要求を含む。
【０１６２】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０１６３】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立する
ように要求するためにさらに用いられる。この場合、当該処理ユニット７２０は、当該ベ
アラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するようにさらに構
成され、それに応じて、当該送信ユニット７３０は、当該中継端末デバイスに当該ＰＤＮ
接続の構成情報を送信するようにさらに構成される。
【０１６４】
　選択可能な例において、当該装置７００は、上記の方法実施例のアクセスネットワーク
デバイスに対応することができ、上記の方法実施例のアクセスネットワークデバイスに対
応する各ステップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができる。簡潔上
、ここで省略する。
【０１６５】
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　なお、装置５００、装置６００及び装置７００のすべては、機能ユニットとして表され
る。ここでの用語「ユニット」は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、）、電子回路、一
つ又は複数のソフトウェア又はファームウェアプログラムを実行するためのプロセッサ（
例えば共有プロセッサ、専用プロセッサ又はプロセッサセット等）と記憶装置、組み合わ
せロジック回路及び／又はその他の記載されている機能をサポートする適切のコンポーネ
ントを指しても良い。
【０１６６】
　図１０には、本発明の実施例により提供される中継端末デバイス８００を示している。
図１０に示すように、当該中継端末デバイス８００は、トランスミッター８１０、レシー
バー８２０を含む。
【０１６７】
　トランスミッター８１０は、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送信するよ
うに構成され、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するよう
に要求するために用いられる。
【０１６８】
　レシーバー８２０は、アクセスネットワークデバイスより送信された再構成メッセージ
を受信するように構成され、当該再構成メッセージが当該遠端端末デバイスのために確立
されるＥＰＳベアラの構成情報を含み、ここで、当該ＥＰＳベアラが、当該アクセスネッ
トワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデータ伝送チャネルと、当該
中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデータ伝送チャネルとを含む。
【０１６９】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０１７０】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中継端末デバイスと当該アクセス
ネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報と、当該中継端
末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェースの構成情報とを
含む。
【０１７１】
　選択肢として、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第
１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の
第２の構成情報であり、又は
　当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報と
レイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体
的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報のうちの少なくとも一つである
。
【０１７２】
　選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースに
おいて中継伝送するための第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデ
ータ量区間とＰＵＣＣＨリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアン
ブルコードとの対応関係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定Ｒ
ＮＴＩは、当該アクセスネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンク
データ伝送をスケジューリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクラ
ンブリングするために用いられる。
【０１７３】
　選択肢として、当該物理層の第２の構成情報が、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにお
いて中継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【０１７４】
　選択肢として、当該レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デ
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バイスに割り当てたレイヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該
中継特定ＬＣＩＤが中継伝送を識別するために用いられる。
【０１７５】
　選択肢として、当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠端端末デバイスに割り当てた
レイヤ２識別子を含む。
【０１７６】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと
当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含
む。
【０１７７】
　それに応じて、当該トランスミッター８１０は、当該遠端端末デバイスに、当該アクセ
スネットワークデバイスと当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレ
イヤの構成情報を送信するようにさらに構成される。
【０１７８】
　選択肢として、当該レシーバー８２０は、当該トランスミッター８１０で、コアネット
ワークデバイスにベアラ確立要求を送信する前に、当該遠端端末デバイスからの接続確立
要求を受信するようにさらに構成され、当該接続確立要求が、当該中継端末デバイスと当
該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信リンクを確定するように要求するために用いられ
る。
【０１７９】
　それに応じて、当該トランスミッター８１０は、具体的に、当該レシーバー８２０で受
信された当該接続確立要求に基づいて、コアネットワークデバイスにベアラ確立要求を送
信する。
【０１８０】
　選択肢として、当該トランスミッター８１０は、具体的に、コアネットワークデバイス
に非アクセス層メッセージを送信するように構成され、当該非アクセス層メッセージが当
該ベアラ確立要求を含む。
【０１８１】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含み、それに応じて、当該ＥＰＳベアラは、当該コアネットワークデバイスが当該アクセ
スネットワークデバイスにアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信すること
によって確立されたものであり、ここで、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリ
ングが、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を含む。
【０１８２】
　選択肢として、当該アクセスネットワークデバイスが、当該ＲＲＣメッセージに基づい
て、コアネットワークデバイスに当該遠端端末デバイスのベアラを確立するように要求す
るためのアプリケーション層プロトコルのシグナリングを送信することができるように、
当該トランスミッター８１０は、具体的に、当該アクセスネットワークデバイスにＲＲＣ
メッセージを送信するように構成され、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含
む。
【０１８３】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立する
ように要求するためにさらに用いられる。この場合、当該再構成メッセージは、当該遠端
端末デバイスのために確立されるＰＤＮ接続の構成情報をさらに含み、当該トランスミッ
ター８１０は、当該遠端端末デバイスに当該ＰＤＮ接続の構成情報を送信するようにさら
に構成される。
【０１８４】
　選択可能な例において、当該中継端末デバイス８００は、上記の方法実施例の中継端末
デバイスに対応することができ、上記の方法実施例の中継端末デバイスに対応する各ステ
ップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができ、簡潔上、ここで省略す
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る。選択肢として、装置８００は、記憶装置とプロセッサと含むことができ、当該記憶装
置は、読み取り専用記憶装置とランダムアクセス記憶装置とを含むことができ、プロセッ
サに命令とデータを提供する。記憶装置の一部は、不揮発性ランダムアクセス記憶装置を
さらに含むことが可能である。例えば、記憶装置は、デバイスタイプの情報を記憶するこ
とができる。プロセッサは、記憶装置に記憶される命令を実行するように構成され、また
、当該プロセッサが記憶装置に記憶される命令を実行する時に、当該プロセッサは、上記
の方法実施例の各ステップ及び／又はプロセスを実行するように構成される。
【０１８５】
　図１１は、本発明の実施例により提供される中継伝送のための装置９００を示している
。図１１に示すように、当該装置９００は、レシーバー９１０とプロセッサ９２０とを含
む。
【０１８６】
　レシーバー９１０は、中継端末デバイスより送信されたベアラ確立要求を受信するよう
に構成され、当該ベアラ確立要求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように
要求するために用いられる。
【０１８７】
　プロセッサ９２０は、当該レシーバー９１０で受信された当該ベアラ確立要求に基づい
て、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように構成され、ここで、当該ＥＰ
Ｓベアラが、アクセスネットワークデバイスと当該中継端末デバイスとの間のセルラーデ
ータ伝送チャネルと、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデー
タ伝送チャネルとを含む。
【０１８８】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０１８９】
　選択肢として、当該レシーバー９１０は、具体的に、当該中継端末デバイスより送信さ
れた非アクセス層メッセージを受信するように構成され、当該非アクセス層メッセージが
当該ベアラ確立要求を含む。
【０１９０】
　それに応じて、当該装置９００は、トランスミッターをさらに含み、当該プロセッサ９
２０は、具体的に、当該トランスミッターが当該アクセスネットワークデバイスにアプリ
ケーション層プロトコルのシグナリングを送信するように構成され、ここで、当該アプリ
ケーション層プロトコルのシグナリングが、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子
を含む。
【０１９１】
　選択肢として、当該レシーバー９１０は、具体的に、当該アクセスネットワークデバイ
スより送信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングを受信するように構成さ
れ、当該アプリケーション層プロトコルのシグナリングが、当該アクセスネットワークデ
バイスが当該中継端末デバイスより送信されたＲＲＣメッセージに基づいて送信されたも
のであり、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ確立要求を含む。
【０１９２】
　選択可能な例において、当該装置９００は、上記の方法実施例のコアネットワークデバ
イスに対応することができ、上記の方法実施例のコアネットワークデバイスに対応する各
ステップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができる。選択肢として、
装置９００は、記憶装置をさらに含み、当該記憶装置は、読み取り専用記憶装置とランダ
ムアクセス記憶装置とを含むことができ、プロセッサに命令とデータを提供する。記憶装
置の一部は、不揮発性ランダムアクセス記憶装置をさらに含むことが可能である。例えば
、記憶装置は、デバイスタイプの情報を記憶することができる。プロセッサは、記憶装置
に記憶される命令を実行するように構成され、また、当該プロセッサが記憶装置に記憶さ
れる命令を実行する時に、当該プロセッサは、上記の方法実施例の各ステップ及び／又は
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プロセスを実行するように構成される。
【０１９３】
　図１２には、本発明の実施例により提供される別の中継伝送のための装置１０００が示
されている。図１２に示すように、当該装置１０００は、レシーバー１０１０、プロセッ
サ１０２０、及びトランスミッター１０３０を含む。
【０１９４】
　レシーバー１０１０は、ベアラ確立要求を受信するように構成され、当該ベアラ確立要
求が、遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように要求するために用いられる。
【０１９５】
　プロセッサ１０２０は、当該レシーバー１０１０で受信された当該ベアラ確立要求に基
づいて、当該遠端端末デバイスのＥＰＳベアラを確立するように構成され、ここで、当該
ＥＰＳベアラが、アクセスネットワークデバイスと中継端末デバイスとの間のセルラーデ
ータ伝送チャネルと、当該中継端末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄデー
タ伝送チャネルとを含む。
【０１９６】
　トランスミッター１０３０は、当該中継端末デバイスに再構成メッセージを送信するよ
うに構成され、当該再構成メッセージが、当該プロセッサ１０２０で確立された当該ＥＰ
Ｓベアラの構成情報を含む。
【０１９７】
　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該中継端末デバイスと当該アクセス
ネットワークデバイスとの間のセルラー通信インターフェースの構成情報と、当該中継端
末デバイスと当該遠端端末デバイスとの間のＤ２Ｄ通信インターフェースの構成情報とを
含む。
【０１９８】
　選択肢として、当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第
１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の
第２の構成情報であり、又は
　当該セルラー通信インターフェースの構成情報は、具体的に物理層の第１の構成情報と
レイヤ２の第１の構成情報であり、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースの構成情報は、具体
的に物理層の第２の構成情報とレイヤ２の第２の構成情報のうちの少なくとも一つである
。
【０１９９】
　選択肢として、当該物理層の第１の構成情報は、当該セルラー通信インターフェースに
おいて中継伝送するための第１の伝送リソースの情報、中継特定ＲＮＴＩ、中継伝送のデ
ータ量区間とＰＵＣＣＨリソースとの対応関係、及び中継伝送のデータ量区間とプリアン
ブルコードとの対応関係のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該中継特定Ｒ
ＮＴＩは、当該アクセスネットワークデバイスが、当該遠端端末デバイスのダウンリンク
データ伝送をスケジューリングするための物理ダウンリンク制御チャネルに対してスクラ
ンブリングするために用いられる。
【０２００】
　選択肢として、当該物理層の第２の構成情報が、当該Ｄ２Ｄ通信インターフェースにお
いて中継伝送するための第２の伝送リソースの情報を含む。
【０２０１】
　選択肢として、当該レイヤ２の第１の構成情報は、中継特定ＬＣＩＤと当該遠端端末デ
バイスに割り当てたレイヤ２識別子のうちの少なくとも一つの情報を含み、ここで、当該
中継特定ＬＣＩＤが中継伝送を識別するために用いられる。
【０２０２】
　選択肢として、当該レイヤ２の第２の構成情報が、当該遠端端末デバイスに割り当てた
レイヤ２識別子を含む。
【０２０３】
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　選択肢として、当該ＥＰＳベアラの構成情報は、当該アクセスネットワークデバイスと
当該遠端端末デバイスとの間のユーザプレーンピアツーピアレイヤの構成情報をさらに含
む。
【０２０４】
　選択肢として、当該レシーバー１０１０は、具体的に、当該中継端末デバイスより送信
されたＲＲＣメッセージを受信するように構成され、当該ＲＲＣメッセージは当該ベアラ
確立要求を含む。
【０２０５】
　それに応じて、当該プロセッサ１０２０は、具体的に、当該ＲＲＣメッセージに基づい
て、当該トランスミッター１０３０によって、コアネットワークデバイスに、当該遠端端
末デバイスのベアラを確立するように要求するためのアプリケーション層プロトコルのシ
グナリングを送信するようにさらに構成される。
【０２０６】
　選択肢として、当該レシーバー１０１０は、具体的に、コアネットワークデバイスより
送信されたアプリケーション層プロトコルのシグナリングを受信するように構成され、当
該アプリケーション層プロトコルのシグナリングは、当該ベアラ確立要求を含む。
【０２０７】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスの端末デバイス識別子を
含む。
【０２０８】
　選択肢として、当該ベアラ確立要求は、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立する
ように要求するためにさらに用いられる。この場合、当該プロセッサ１０２０は、当該ベ
アラ確立要求に基づいて、当該遠端端末デバイスのＰＤＮ接続を確立するようにさらに構
成され、それに応じて、当該トランスミッター１０３０は、当該中継端末デバイスに当該
ＰＤＮ接続の構成情報を送信するようにさらに構成される。
【０２０９】
　選択可能な例において、当該装置１０００は、上記の方法実施例のアクセスネットワー
クデバイスに対応することができ、上記の方法実施例のアクセスネットワークデバイスに
対応する各ステップ及び／又はプロセスを実行するように構成されることができる。選択
肢として、装置１０００は、記憶装置をさらに含み、当該記憶装置は、読み取り専用記憶
装置とランダムアクセス記憶装置とを含むことができ、プロセッサに命令とデータを提供
する。記憶装置の一部は、不揮発性ランダムアクセス記憶装置をさらに含むことが可能で
ある。例えば、記憶装置は、デバイスタイプの情報を記憶することができる。プロセッサ
は、記憶装置に記憶される命令を実行するように構成され、また、当該プロセッサが記憶
装置に記憶される命令を実行する時に、当該プロセッサは、上記の方法実施例の各ステッ
プ及び／又はプロセスを実行するように構成される。
【０２１０】
　なお、本発明の実施例において、当該プロセッサは、中央処理ユニット（ＣＰＵ：Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であっても良く、当該プロセッサーは、
その他の汎用プロセッサー、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、専用集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、現場でプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又はその他のプログラマブル
ロジックデバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディスクリー
トハードウェアコンポーネントであってもよい。汎用プロセッサーは、マイクロプロセッ
サーであっても良く、又は当該プロセッサーはいずれかの通常のプロセッサーなどであっ
ても良い。
【０２１１】
　実現過程において、上記方法の実施例における各ステップは、プロセッサにおけるハー
ドウェアの集積論理回路、又はソフトウェア形態の命令により完成されても良い。本発明
の実施例に開示された方法を結合するステップは、ハードウェア復号プロセッサによって
実行して完成され、又は復号プロセッサにおけるハードウェアモジュール及びソフトウェ
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アモジュールの組み合わせによって実行して完成されるように具現することができる。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メ
モリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レ
ジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。該記憶媒質はメモリに
位置し、プロセッサはメモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて
上記方法のステップを完成する。
【０２１２】
　なお、簡潔上、本願における実施例に対する記載が、主に各実施例間の異なる部分を強
調し、それらの同様又は類似する部分を互いに参照すること可能である。
【０２１３】
　本願に開示されている実施例の記載を結合した各方法ステップとユニットは、電子ハー
ドウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらの結合で実現することができると、当
業者であれば理解できる。ハードウェアとソフトウェアの互換性の可能性を明確に説明す
るため、上記の説明において機能に基づいて各実施例のステップ、及び組成を一般的に説
明している。これらの機能はハードウェアそれともソフトウェアで実行するかは、技術案
の特定運用と設計制約に依存する。当業者は、各特定した運用に基づいて異なる方法を使
用して記載されている機能を実現することができるが、このような実現は、本発明の範囲
外というわけではない。
【０２１４】
　当業者は、上記に記載されているマルチメディア情報再生方法の実施例、標準化サーバ
の実施例、及び生放送端末の実施例は参考し合うことが可能であることを、明確に理解す
べきであり、説明の便利と簡潔のために、ここでそれ以上を述べない。
【０２１５】
　本願に提供されている幾つかの実施例において、開示されているシステム、装置及び方
法は、その他の方式で実現されても良い。例えば、上記に記載されている装置の実施例は
単なる例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの分け方が、単なるロジック的な機
能分けであり、実際、実現する時に他の分け方があっても良く、例えば、複数のユニット
又はコンポーネントを別のシステムへ統合、又は集成しても良く、又は幾つかの技術特徴
を省略、又は実施しなくても良い。また、明示され、又は議論されている各構成部分の互
い的なカップリング、又は直接のカップリング、又は通信接続は、幾つかのインターフェ
ース、装置、又はユニットの間接のカップリング又は通信によって接続されても良く、電
気的、機械的、又はその他の形式であっても良い。
【０２１６】
　上記で分離コンポーネントとして説明したユニットは、物理的に分離されるものであっ
ても良く、そうではないものであっても良い。ユニットとして示されるコンポーネントは
物理ユニットであっても良く、そうではないものであっても良い。一箇所に配置されても
良く、複数のネットワークユニットに配布しても良い。実際のニーズに応じて、その中の
一部又は全部のユニットを選択して本実施例の技術案の目的を実現しても良い。
【０２１７】
　また、本発明の各実施例における各機能ユニットは、一つの処理ユニットに統合しても
良く、各ユニットはそれぞれ単独なユニットとしても良く、二つ又は二つ以上のユニット
を一つのユニットに統合しても良い。上記統合したユニットは、ハードウェアで実現して
も良く、ソフトウェア機能ユニットで実現しても良い。
【０２１８】
　前記統合したユニットは、ソフトウェア機能モジュールの方式で実現し、しかも独立な
製品として販売又は使用する時に、コンピュータ読み取り可能の記憶媒体に記憶しても良
い。これによって、本発明の実施例の技術案は、事実上、言い換えれば先行技術に貢献し
た部分として、ソフトウェア製品の形で具現でき、該コンピュータソフトウェア製品は記
憶媒体に記憶され、コンピュータ装置（パソコン、サーバ、またはネットワーク装置など
であっても良い）に本発明の各実施例の全部または一部の前記方法を実行させための複数
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の命令を含む。上記の記憶媒体は、移動記憶媒体、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａ
ｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク又はコンパクトディスクなどの各種のプロ
グラムコードが記憶できる媒体を含む。
【０２１９】
　上記に記載されているのは、単なる本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明はそれ
に限らず、当業者が本発明に開示されている範囲内において、容易に想到し得る変形又は
入れ替えは、全て本発明の範囲内に含まれるべきである。そのため、本発明の範囲は、記
載されている特許請求の範囲に準じるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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